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公 示 日：2026年 4 月 15日（水） 

調達管理番号：26a00134 

国 名：全世界 

担 当 部 署：社会基盤部 運輸交通グループ第一チーム 

調 達 件 名：全世界（広域）道路アセットマネジメント成熟度指標取りまとめに

関する業務（国内業務） 

適用される契約約款： 

・「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、

最終見積書において、消費税を加算して積算してください。（全費目課税） 

 

本契約は、国内業務となり、経費積算方法と約款上の扱いが異なる部分があります。

詳細は「９．見積書作成に係る留意点（１）報酬について」をご覧ください。 

 

1. 担当業務、格付等 

（１）担当業務 ：道路アセットマネジメント 

（２）格 付  ：4号 

（３）業務の種類：基礎情報収集・確認調査 

 

2．契約予定期間等 

（１）全体期間：2026年 5月下旬から 2027 年 2月下旬 

（２）業務人月：3.25  

（３）業務日数：国内業務 65日 

 

3. 簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１） 簡易プロポーザル提出部数：1部 

（２） 見 積 書 提 出 部 数：1部 

（３） 提 出 期 限：2026年 4 月 30日（木）（12時まで） 

（４） 提 出 方 法：国際キャリア総合情報サイト PARTNER を通じ

て行います。（https://partner.jica.go.jp/） 

具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「コンサルタント等契約の応募者向

け 国際キャリア総合情報サイト PARTNER操作マニュアル」をご参照くださ

い。 

https://partner.jica.go.jp/
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（https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E

4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5

%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf） 

 

 提出方法等の詳細については JICAホームページ内の以下をご覧ください。 

「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」最新版の

「別添資料 11  業務実施契約（単独型）公示にかかる競争手続き」 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html  

 

 評価結果の通知：2026年 5月 15日(金)までに個別通知 

提出されたプロポーザルを JICAで評価・選考の上、契約交渉順位を決定します。 

 

 評価結果説明の取り止め： 2023 年 6 月 30 日のお知らせに掲載

（ https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/2023063

0.html）のとおり、2023 年 7 月以降の単独型公示については評価結果の説明を

取り止めます。 

 

4．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１） 業務の実施方針等： 

① 業務実施の基本方針 16点 

② 業務実施上のバックアップ体制 4点 

（２） 業務従事者の経験能力等： 

① 類似業務の経験 48点 

② 語学力 16点 

③ その他学位、資格等 16点 

（計 100点） 

類似業務経験の分野 道路アセットマネジメントに係る各種業務 

対象国及び類似地域 全世界 

語学の種類 英語 

 

5．条件等 

（１） 参加資格のない社等：特になし 

（２） 必 要 予 防 接 種：特になし 

https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230630.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230630.html
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6．業務の背景 

近年、開発途上国においてはインフラ全般の整備需要が高まり、アジア・大洋

州地域の開発途上国で 2030 年までに約 26 兆ドルの整備需要があるとアジア開

発銀行（ADB）は試算している。また、新興国では短期間に日本の高度成長期以

上のインフラ施設が新規建設されている。一方で、2020 年代後半には、開発途

上国でも日本同様に供用開始後約 50年が経過するインフラが増え、1970年代以

降において我が国が東南アジア諸国をはじめとする各国において、支援してき

た道路インフラも老朽化を迎えることになる。 

このような状況から、将来的に必要となる道路インフラの膨大な維持管理・更

新費用が各国の国家財政に多大な負担となることは必須であり、この負担を可

能な限り低減させるためには、開発途上国において道路アセットマネジメント

の取組みを推進することが必要不可欠となっている。 

2017年 10月には、「道路アセットマネジメントプラットフォーム（RAMP：Road 

Asset Management Platform）」（以下、「RAMP」という）を立上げ、産学官の体制

の下、道路インフラの予防保全型の維持管理の定着やアセットマネジメント手

法に基づいた効果的かつ効率的な道路行政の実現を目指している。 

その一環で、2024 年度には、関連課題別研修の参加者の出身国における道路

アセットマネジメント状況を、参加者本人による回答が可能な、従来のものと比

べてより簡便な新成熟度指標を開発した。2025 年度には同指標を用いた調査を

実施し、79名、50か国分の成熟度指標データが得られた。しかしながら、依然

として国ごとのサンプル数が少なく、一国を代表する結果としては信頼性を確

保できていない。このため、今後も継続的にサンプル数を増やし、各国の新成熟

度指標結果の精度向上を図る方針である。また、2026年度調査では、2025年度

調査の経験も踏まえ、将来的な課題別研修業務プロセスへの組み込みによるデ

ータ収集の効率化方策を探ることも業務に含める。本調査で得られた結果は、今

後の開発協力方針を検討する際の重要な基礎資料として活用されることが期待

されている。 

上記を踏まえ、本調査では、開発途上国の道路アセットマネジメントレベルの

情報を収集・分析するために、関連する課題別研修参加者、及び RAMP長期研修

員から新成熟度指標算出のための質問票回答を収集する。また同回答結果をも

とに各国の道路アセットマネジメント成熟度調査の結果を数値化し、各国の新

成熟度指標の更新、地図上に各国の成熟度を可視化する作業を実施する。 
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7．業務の内容 

本業務従事者は、開発途上国の道路アセットマネジメントレベルの情報を収

集・分析するために、関連する課題別研修、長期研修参加者より新成熟度指標算

出のための質問票回答を依頼、収集する。また同回答結果をもとに各国の道路ア

セットマネジメント成熟度調査の結果を算出、分析し、地図上に各国の成熟度を

可視化する作業を実施する。 

調査対象サイト、方針、活動については以下を想定している。 

 

調査対象サイト： 

「道路アセットマネジメント成熟度指標取りまとめに関する業務」では、関連

課題別研修の実施拠点である国内 6センター（札幌、東京、関西、中国、九

州、沖縄）における道路アセットマネジメント新成熟度指標の収集を予定して

いる。また、オンラインにて RAMP長期研修員からの道路アセットマネジメン

ト新成熟度指標の収集も行う。 

 

方針： 

本調査の結果は、今後の JICA道路アセットマネジメントクラスターにおける新

規案件形成戦略策定の基礎情報として、各国の道路アセットマネジメントクラ

スター指標として活用することを想定している。また、調査結果については対外

的に公開し、日本国内の道路アセットマネジメント研究者初め、関係者が活用可

能なものとする。 

 

活動： 

Ⅰ課題別研修参加者より新成熟度指標データを収集（含む参加者への回答方法

説明） 

Ⅱ収集したデータを判読し、各国の新成熟度指標を算出し1、地図情報上に取り

まとめる。 

Ⅲ2025年度新成熟度指標調査の結果を参照し、各国の新成熟度指標を更新する。 

Ⅳ将来的な課題別研修業務プロセスへの組み込みによるデータ収集の効率化方

策を検討する。 

 

対象となる具体的担当事項は以下のとおりである。対象となる課題別研修の

実施時期は、10.の特記事項を参照のこと。 

 
1 定められた算出手法があるので、そちらを使用して算出する。 
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（１）各課題別研修 

● 研修開始前（契約後～各課題別研修開始まで） 

1 JICA社会基盤部運輸交通グループ、各国内機関、研修委託先と打合せを行

い、面談日程の調整等の調査スケジュールや、質問票の送付方式（GIに入

れるのか、受入回答で行うのか等）等のすり合わせを行う。 

2 ①にてすり合わせた方式にて、対象課題別研修参加者へ質問票を送付し、

必要なデータ収集、回答様式への記入を依頼する。またその際に本調査の

趣旨等の説明文書も送付する。 

3 対象課題別研修のカントリーレポート提出時を目安として質問表の回答を

収集する。研修開始前に回答を確認し、回答の不備があれば個別に連絡し

面談までに修正対応を依頼する。 

 

● 研修実施中 

1 研修参加者と事前の回答内容を元に面談を行う。その中で回答内容の精緻

化を行い、データを最終化する。 

 

（２）長期研修員 

1 長期研修員（連絡先は発注者より契約締結後に共有）に対しては、随時、

新成熟度指標の質問票回答様式を送信し、必要なデータ収集、回答様式へ

の記入を依頼する。参加者からの質問等があった場合は対応する。 

2 長期研修員に対しては、上記（１）各課題別研修のプロセスについて、全

てオンライン対応で行う。 

 

（３）収集データ整理業務 

1 上記（１）、（２）で回収されたデータをもとに、各国の道路アセットマネ

ジメント成熟度のランク付け（4段階）を行う。 

2 2025年度の調査結果を参照し、各国の道路アセットマネジメント成熟度レ

ベルのアップデートを行う。 

3 白地図上に各国の成熟度を色づけする。 

4 担当分野にかかる業務完了報告書を作成する。 

 

（４）課題別研修への成熟度指標調査の組み込みについての検討業務 
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1 対象となる JICA課題別研修において、将来的にどのようにすれば研修委託

契約内で効率的かつ可能な限り正確なデータを集められるのかを検討し、

その具体的方策について業務完了報告書に含める。 

 

 

8．報告書等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を作

成する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関す

るガイドライン」を参照願います。 

（１） 業務計画書 

実施する業務内容を関係者と共有するために作成。全体の業務及び各国内セ

ンターでの具体的内容（案）などを記載。 

・和文 6部（JICA社会基盤部、課題別研修実施国内機関へ簡易製本したものを

各 1部） 

・電子データ（JICA社会基盤部、課題別研修実施国内機関） 

（２）専門家業務完了報告書（和文３部） 

2027年 2 月 26日(金)までに提出。 

業務完了報告書（和文）を、JICA社会基盤部に提出し、報告する。体裁は簡易製

本とし、電子データを併せて提出する。 

 

 

9．見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、以下 URLの「コンサルタント等契約における

経理処理ガイドライン」最新版（以下同じ）の「ⅩI．業務実施契約（単独型）」

及び「別添資料２ 報酬単価表」を参照願います。  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html 

 

留意点は以下のとおりです。 

（１） 報酬について 

 報酬単価（上限額）については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイ

ドライン」の別添資料２「報酬単価表」の１．の「（２）国内業務が主体の場合」

に記載のとおり、報酬単価を定めず、直接人件費、その他原価、一般管理費等 を

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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直接積算ください。 

見積書の様式は以下の URLに掲載しています。 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/index_since_20

1404.html「見積書（兼契約金額内訳書）―2023 年 7 月公示分以降（国内業

務）」をお使いください。  

 

（２） 戦争特約保険料 

災害補償経費（戦争特約経費分のみ）の計上を認めます。「コンサルタント等契

約 な ど に お け る 災 害 補 償 保 険 （ 戦 争 特 約 ） に つ い て 」

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/disaster.html

を参照願います。 

 

（３） 航空賃及び日当・宿泊料等 

本調査の業務従事者は JICA 国内機関（JICA 札幌、JICA東京、JICA 関西、

JICA中国、JICA九州、JICA 沖縄）への 国内出張・外勤を以下の回数・期間で

想定しています。なお、下記国内出張の期間は、いずれも往復の移動日を含み

ます。  

 

JICA 札幌：出張回数 2回、各 2泊 3日 

JICA 東京：外勤回数 3回、3日間 

JICA 関西：出張回数 1回、2 泊 3日 

JICA 中国：出張回数 1回、2 泊 3日 

JICA 九州：出張回数 1回、2 泊 3日 

JICA 沖縄：出張回数 1回、2 泊 3日 

 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます（見積書に計上して下さい）。 

効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、払戻不可・日程変更不可等

の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃を見積もって

ください。 

 

10．特記事項 

（１） 業務日程／執務環境 

① 対象課題別研修日程 

➢ JICA 東京センター／道路アセットマネジメント：2026 年 7 月 27 日（月）

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/index_since_201404.html
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/index_since_201404.html
http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/disaster.html
http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/disaster.html
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～2026年 8 月 22日（土）予定 

➢ JICA関西センター／橋梁維持管理（技術者向け）：2026 年 9月～10月予定

（具体的な実施期間未定） 

➢ JICA札幌センター／道路維持管理：第 1回：2026年 9 月 28日（月）～2026

年 11月 4日（水）、第 2回：2026年 10月 4 日（日）～2026年 11月 18日

（水）予定 

➢ JICA中国センター／道路維持管理：2026年 10月 6日（火） ～ 2026年 11

月 19日（木）（予定） 

➢ JICA沖縄センター／道路維持管理：2026年 10月 21日（水）～11 月 28日

（土）（予定） 

➢ JICA 九州センター／橋梁アセットマネジメント：2027 年 2 月予定（具体

的な実施期間未定） 

② 現地での業務体制 

本業務に係る業務従事者は本コンサルタントのみ 

③ 便宜供与内容 

ア） 空 港 送 迎：なし 

イ） 宿 舎 手 配：なし 

ウ） 車両借上げ：なし 

エ） 通 訳 傭 上：なし 

オ） 現地日程のアレンジ：担当国内機関及び研修委託先への第一報は発注

者より行い、その後、発注者、受注者、担当国内機関及び研修委託先

と相談の上決定する。 

カ） 執務スペースの提供：なし 

 

（２） 参考資料 

① 本業務に関する資料を JICA社会基盤部運輸交通グループ第一チームから配

付しますので、imgtr@jica.go.jp宛にご連絡ください。 

 

（３）その他 

① 業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求

めている制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさ

せて頂きます。 
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② 本業務の実施にあたっては、「 JICA 不正腐敗防止ガイダンス」

（http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf）の趣旨を念頭

に業務を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報

相談窓口または JICA担当者に速やかに相談してください。 

③ 発注者、受注者との間で業務仕様書に記載された業務内容や経費負担の範

囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得るこ

とができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定

められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができ

ます。 

④ 本業務については先方政府側の対応次第で、渡航時期及び業務内容が変更

となる場合も考えられるため、具体的な渡航開始時期等に関しては JICAと

協議の上決定します。 

⑤ 公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタ

ントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきまし

ては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体

的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますの

で、そちらへの入力をお願いします。 

以上 

http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf

